
１．2020年02月発生事故及び処理保留事故査定

[該当月賠償金決定] 歳 号車 ◎ 印→組合員
1 2020/02/10 32780 70 磯　子 113 84,370 円 ⇒ 12,656 円 加害 ◎ 分割
2 2020/02/27 31621 71 港南台 217 300,000 円 ⇒ 45,000 円 加害
3 2020/02/25 30449 73 港南台 207 3,850 円 ⇒ 578 円 自過失

[繰越分賠償金決定] 歳 号車 ◎ 印→組合員
1 2017/09/02 33420 69 磯　子 138 40,500 円 ⇒ 6,075 円 加害 ◎
2 2017/12/06 30573 57 港南台 30,348 円 ⇒ 4,552 円 加害
3 2017/12/10 33034 46 磯　子 116 0 円 ⇒ 0 円 加害 ◎

上記の通り、2020年02月の事故賠償金査定により各金額が確定しました。

●< >内賠償額は双方損金合計の15%です。
●賠償金は金額確定後、基本的に翌10日(4月10日)の給与から控除されます。
但し、賠償金額が高額な場合は給与総支給額の約9%相当の金額が控除されます。
●当組合員の賠償金額が概ね13,000円を超えた場合は分割支払の交渉をします。

詳細については執行委員へご確認下さい。

※事故賠償金減免適用基準について
１） 事故賠償金３万円の支払い期間中に無事故だった場合
２） 当該事故発生日より１年以上経過している場合

[事故賠償金減免対象者] 歳 号車 減免額
なし

[事故賠償金減免]　※当組合員◎のみ、既に３万円支払済み
なし

２．2020年04月期賞与違反査定

[違反査定額決定] 査定額 ◎ 印→組合員
1 2019/11/14 36222 港南台 厳重注意 MOV配車、客間違え
2 2019/12/09 36877 磯　子 注意 予約客間違え ◎
3 2019/12/18 34750 磯　子 3,000 円 行先確認不履行 ◎
4 2019/12/21 38942 港南台 厳重注意 メーター不適切操作
5 2019/12/27 31621 港南台 厳重注意 勤務時間超過
6 2020/01/13 34849 港南台 厳重注意 勤務日間違え
7 2020/01/22 39150 磯　子 厳重注意 行先確認不履行(新人) ◎
8 2020/01/23 33867 磯　子 5,000 円 横浜駅東口喫煙指導 ◎
9 2020/02/19 31006 港南台 厳重注意 公園でハトに餌やり

10 2020/02/19 31006 港南台 厳重注意 乗車拒否
11 2020/02/20 36653 港南台 厳重注意 待機中新聞閲覧他
12 2020/02/28 31621 港南台 厳重注意 営業所内物損事故

上記の通り、2020年04月期賞与査定の各金額が確定しました。

●査定額は04月10日の賞与から控除されます。

３．労協の報告
１） 制帽無着帽について4/1～翌3/31の期間で実施開始

金港労組より■お知らせ■(2020/03/28)

損害額合計 賠償金(15%)

2020年03月28日（土）10時30分より磯子本社会議室にて、定例の労使協議会が行われ以下案件が協議されま
したので報告いたします。

損害額合計 賠償金(15%)

損害額合計 賠償金(15%)



２） 5/末までにICチップ対応クレジットカード決済システム(新クレピコ7400)に入替
メンバーズカード利用可能、交通系ICカード利用不可、2026/03/31までにFORMA→4G/LTE入替が必要

３） 新型コロナウィルスの影響で20～30%売上減少、長引くようなら何らかの対応が必要
４） 経費節減のため金港交通独自の給料計算システムをシステムオリジン（川崎タクシーグループ採用）に変更予定
５） 令和2年度営業社員AB型賞与協定書(タクシー/ハイヤー)の条件付き締結(2020/04/01～2021/03/31)
６） 人手不足解消のため新入社員に支度金30万円（定時15万円、養成なし）2年6カ月縛りあり、紹介者10万円を出す
７） 会社の経営健全化のため経費節減と共に、新型コロナウィルスの影響が無くなり運賃値上げの効果が

出てきた時点で給与及び賞与歩率の見直しの方針
８） 5月の給料日はゴールデンウィークがあるため12日支給になる
９） 労災病院のタクシーチケット上限は8,000円から10,000円になる

１０） 本年度の川崎タクシーグループのタクシー運転手新卒者入社は1名(大卒者)

４．横浜北部地域医療機関の対応について
H30年6月25日より以下条件で第三京浜利用料金が会社負担となりました。
１）対象施設及び時間帯
　◎横浜労災病院
　　正面待機車両　午前0時30分～2時
　　センター配車　午前0時30分～6時
　◎横浜北部夜間急病センター
　　センター配車　午後11時30分～午前2時
２）清算手続き
　各自納金時に有料道路申請書にETC利用明細を添付しETC納金額から差し引いて下さい。

３）状況

５．MOV（モブ）について
登録者は出庫時に必ず乗務員番号でログインする様にお願い致します。
※配車依頼を受けて了解をしたら必ず迎車で迎えに行って下さい。（強制キャンセルはしない）

６．洗車場（2F/3F）の整備について
カーマート洗浄機は2Fに新品が導入され、3Fは今までの物を一時的に設置してあります。
なお、洗浄機は正しい利用方法で使用して下さい。

７．乗り逃げや被害事故等の救済について

領収書等、金額が分かるものを必ず保管しておいて下さい。
当組合員については、状況に応じて組合としての救済金の対応をします。

例、運賃領収書金額 3,000円であれば50%の1,500円を組合が救済します。

８．慶弔規定について
当組合の慶弔金規定は以下の通りです。
１）結婚（本　人）　30,000円　※初婚または再婚1回限り
２）死亡（本　人）　50,000円
３）死亡（配偶者）　20,000円　※同居、別居問わず
４）死亡（実　親）　10,000円　※同居、別居問わず
５）死亡（実　子）　10,000円　※同居、別居問わず（H29/06/01より施行）
６）入院傷病見舞金（本人）　10,000円　※入院を伴い7日以上休業した場合
７）還暦祝い　10,000円　満60歳に達した場合（H29/06/01より施行）
８）古希祝い　10,000円　満70歳に達した場合（H29/06/01より施行）

午前1時～午前5時まで労災病院正面で待機する契約になっていますが、特に午前1時～午前2時に車両が不
足する事がありますので、登録台数（B-2）及び30地区の状況を考慮し、労災病院正面への待機のご協力をお
願い致します。

洗車場のゴミの散乱が目立っておりますので自分のゴミは必ず自身で処分して下さ
い。

強盗、乗り逃げ、被害事故、MOVネット決済トラブル等で金銭的被害を受けた場合、必ず事務所に報告すると
共に執行委員支部長にもご一報下さい。



９．組合員の状況3月28日現在）
組合員人数：92名（磯子支部：88名、港南台支部：4名）

加入者：1名
退職者：0名
異動者：0名
長欠者：5名

次回の労協は令和2年04月25日（土）10:30～ 開催予定

※現在、新型コロナウィルスが全国で発症しています。神奈川県に於いても出ていますので
こまめな手洗い、うがい、水分補給を行い必要に応じてマスク着用をお願い致します。

以上
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金港交通労働組合 執行委員長 吉川一房
URL : kinkounion.org
E-mail : info@kinkounion.org
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経費節減のため金港交通独自の給料計算システムをシステムオリジン（川崎タクシーグループ採用）に変更予定

人手不足解消のため新入社員に支度金30万円（定時15万円、養成なし）2年6カ月縛りあり、紹介者10万円を出す


